「国民年金事務及び特別障害給付金に関する事務」に関する
特定個人情報保護評価書　全項目評価書（案）について意見を募集します


１　募集期間
　　令和８年２月12日（木）～　３月13日（金）まで（当日消印有効）
２　閲覧方法・場所
　（１）大田区ホームページ
　（２）区政情報コーナー（区役所本庁舎２階１番窓口）
（３）国保年金課窓口（区役所本庁舎４階12番窓口）
　（４）各特別出張所
３　ご意見の提出方法
　（１）ＬｏＧｏフォームの場合
　　　　大田区ホームページからご利用ください。
　　　★区政情報の「社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）」からご利用いただけます。
　（２）郵送の場合
　　　　〒144-8621　大田区蒲田５-13-14
　　　　　　　　　　大田区区民部国保年金課　宛
　（３）ファクシミリの場合
　　　　FAX番号　　０３－５７４４－１５１６
　　　　　　　　　　大田区区民部国保年金課　宛
　（４）持参の場合
　　　　国保年金課窓口（区役所本庁舎４階12番窓口）
　※電話による意見の受付けは行いません。

４　ご意見をお寄せいただく際の注意事項
　（１）ご意見をお寄せいただく際の書式は、裏面の「意見提出用紙」をご利用ください。
　　　　（意見提出用紙を参考に、別途作成いただいてもかまいません。）なお、意見記入
　　　　スペース等の不足により、提出される書式が複数枚に及ぶ場合は、ページ番号を
　　　　記入していただくなどご協力をお願いいたします。
（２）いただいたご意見に対する個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
　（３）個人情報につきましては、「国民年金事務及び特別障害給付金に関する事務に関する特定個人情報保護評価書への意見募集」以外の目的では使用いたしません。




　【問合せ先】　大田区福祉部国保年金課
　　　　　　　電話（直通）０３－５７４４－１２２８（平日８：３０～１７：１５）


意見提出用紙

　令和　　年　　月　　日
大田区長　宛
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